
- 1 -

展 示 動 物 の 飼 養 及 び 保 管 に 関 す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 件 新 旧 対 照 条 文

（ ）○ 展 示 動 物 の 飼 養 及 び 保 管 に 関 す る 基 準 平 成 十 六 年 四 月 環 境 省 告 示 第 三 十 三 号

改 正 案 現 行

第１ 一般原則 第１ 一般原則

１ （略） １ （略）

２ 動物の選定 ２ 動物の選定

管理者は、施設の立地、整備の状況及びその維持管理等に必要 管理者は、施設の立地及び整備の状況並びに飼養保管者の飼養

な経費並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び 能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定

保管する展示動物の種類及び数を選定するように努めること。ま するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に

た、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少 係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を

な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難 除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び

であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこ 保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種

と、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数 又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在するこ

が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危 と、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生す

害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等か るおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきである

ら、その飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎 こと。

重に検討すべきであること。特に、特定動物に係る選定について

は、不十分な管理が、直接人命等に害を加えるおそれがあること

を勘案しつつ、より慎重に検討すべきであること。

３ （略） ３ （略）

４ 終生飼養等 ４ 終生飼養等

管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展 管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展

示動物がその命を終えるまで適切に飼養（以下「終生飼養」とい 示動物が終生飼養されるよう努めること。ただし、展示動物が感

う ）されるよう努めること。ただし、展示動物が感染性の疾病 染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそ。

にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場 れのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病

、 、 、 、合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、 にかかり 又は負傷をしている場合 甚だしく凶暴であり かつ

又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴であり、かつ、飼養を続 飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合

けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合は、この限 は、この限りではない。なお、展示動物を処分しなければならな

りではない。なお、展示動物を処分しなければならないときは、 いときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ

動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会 生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分

を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければ しなければならないときであっても、できる限り、苦痛（恐怖及

ならないときであっても、できる限り、苦痛（恐怖及びストレス びストレスを含む。以下同じ ）を与えない適切な方法を採ると。



- 2 -

を含む。以下同じ ）を与えない適切な方法を採るとともに、獣 ともに、獣医師等によって行われるように努めること。。

医師等によって行われるように努めること。

第２ 定義 第２ 定義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 定めるところによる。

( ) 動物 哺乳類､鳥類又爬虫類に属する動物をいう。 ( ) 動物 哺乳類､鳥類又爬虫類に属する動物をいう。1 1
は ほ は

( )～( ) （略） ( )～( ) （略）2 7 2 7

第３ 共通基準 第３ 共通基準

１ 動物の健康及び安全の保持 １ 動物の健康及び安全の保持

( ) 飼養及び保管の方法 ( ) 飼養及び保管の方法1 1
管理者及び飼養保管者は、動物の飼養及び保管に当たって 管理者及び飼養保管者は、動物の飼養及び保管に当たって

は、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、 は、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、

休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本 休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本

来の習性が発現できるように努めること。 来の習性が発現できるように努めること。

ア （略） ア （略）

イ 動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めると イ 動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めると

ともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動 ともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動

物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切 物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切

な措置が講じられるようにすること。また、みだりに、疾 な措置が講じられるようにすること。また、傷病のみだり

病にかかり、又は負傷した動物の適切な保護を行わないこ な放置は、動物の虐待となるおそれがあることについて十

とは、動物の虐待となるおそれがあることを十分認識する 分に認識すること。

こと。

ウ～オ （略） ウ～オ （略）

カ 幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、 カ 幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、

親子等を共に飼養すること。特に、犬及び猫については、 親子等を共に飼養すること。

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。

以下「法」という ）第22条の５に定める期間は、親子を。

共に飼養するよう努めること。

キ (略) キ （略）

ク 犬又は猫の展示を行う場合には、原則として、午前８時 [新設]

から午後８時までの間において行うこと。

( )・( ) （略） ( )・( ) （略）2 3 2 3
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２ （略） ２ （略）

３ 危害等の防止 ３ 危害等の防止

( ) 施設の構造並びに飼養及び保管の方法 ( ) 施設の構造並びに飼養及び保管の方法1 1
ア・イ （略） ア・イ （略）

、ウ 施設について日常的な管理及び施錠の実施状況や飛来物 ウ 施設について日常的な管理及び保守点検を行うとともに

の堆積状況について確認する等の保守点検を行うとともに 定期的に巡回を行い、飼養及び保管する展示動物の数及び、

定期的に巡回を行い、飼養及び保管する展示動物の数及び 状態を確認すること。

状態を確認すること。

( ) 有毒動物の飼養及び保管 ( ) 有毒動物の飼養及び保管2 2
、 、 、 、管理者は 毒蛇等の有毒動物を飼養及び保管する場合には 管理者は 毒蛇等の有毒動物を飼養及び保管する場合には

抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師による迅 抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師による迅

速な救急処置が行える体制を整備し、展示動物による人への 速な救急処置が行える体制を整備し、展示動物による人への

危害の発生の防止に努めること。また、有毒動物の飼養施設 危害の発生の防止に努めること。

については、開口部が閉じた状態であっても、外部から当該

動物の状態を確認できるものとすること。

( ) 逸走時対策 ( ) 逸走時対策3 3
ア 管理者及び飼養保管者は、法第26条第１項に規定する特 ア 管理者及び飼養保管者は、動物の愛護及び管理に関する

定動物その他の大きさ、闘争本能等にかんがみ人に危害を 法律（昭和48年法律第105号）第26条第１項に規定する特定

加えるおそれが高い動物（以下「人に危害を加える等のお 動物その他の大きさ、闘争本能等にかんがみ人に危害を加

それのある展示動物」という ）が逸走した場合の関係機 えるおそれが高い動物（以下「人に危害を加える等のおそ。

関との連絡体制、捕獲又は捕殺するための措置等について れのある展示動物」という ）が逸走した場合の措置につ。

あらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上の問 いてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上

題等の発生の防止に努めること。 の問題等の発生の防止に努めること。

イ （略） イ （略）

( ) (略) ( ) （略）4 4
４～６ （略） ４～６ （略）

７ 施設廃止時の取扱い ７ 施設廃止時の取扱い

管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるもので 管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるもので

、 、 、 、あることにかんがみ できるだけ生存の機会を与えるように努め あることにかんがみ できるだけ生存の機会を与えるように努め

飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように努め 飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように努め

ること。また、あらかじめ、展示動物の譲渡先を探すための体制 ること。

の確保に努めること。 やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、でき

やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、でき る限り、苦痛を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等に

る限り、苦痛を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等に よって行われるように努めること。
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よって行われるように努めること。

第４ 個別基準 第４ 個別基準

１ 動物園等における展示 １ 動物園等における展示

管理者及び飼養保管者は、動物園動物又は触れ合い動物を飼養 管理者及び飼養保管者は、動物園動物又は触れ合い動物を飼養

及び保管する動物園等における展示については、次に掲げる事項 及び保管する動物園等における展示については、次に掲げる事項

に留意するように努めること。 に留意するように努めること。

( ) 展示方法 ( ) 展示方法1 1
動物園動物又は触れ合い動物の展示に当たっては、次に掲 動物園動物又は触れ合い動物の展示に当たっては、次に掲

げる事項に留意しつつ、動物本来の形態、生態及び習性を観 げる事項に留意しつつ、動物本来の形態、生態及び習性を観

覧できるようにすること。 覧できるようにすること。

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動 ウ 動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動

、 、 、 、物の生態、習性、生理等に配慮することとし、動物をみだ 物の生態 習性 生理等に配慮し 動物をみだりに殴打し

りに、殴打し、酷使すること等は、虐待となるおそれがあ 酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なものとならな

ることを十分認識すること。 いようにすること。

エ～カ （略） エ～カ （略）

( )～( ) （略） ( )～( ) （略）2 5 2 5
２ （略） ２ （略）

３ 撮影 ３ 撮影

管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項 管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項

に留意するように努めること。 に留意するように努めること。

( ) 撮影方法 ( ) 撮影方法1 1
動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのあ 動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのあ

る形態による撮影が行われないようにすること。また、撮影 る形態による撮影が行われないようにすること。また、撮影

の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を

与えないようにすること 特に犬又は猫の撮影に当たっては 与えないようにすること。。 、

幼齢期の取扱いに留意するよう努めること。

( ) （略） ( ) （略）2 2

第５ （略） 第５ （略）


